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対象者

• ミャンマー国籍を有する方又は

ミャンマーに常居所を有する外国籍の方で

ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方

• （注）現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は､本措
置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく､現在有している在留
資格で引き続き在留できます。

措置内容

• 現在有している在留資格に基づく活動が満了した方については

原則として「特定活動（６か月・就労可）」への在留資格変更許可
申請が可能です。

• 特定産業分野（介護・農業等の１４分野）での就労を希望する場合
「特定活動（１年・就労可）」への在留資格変更許可申請も可能です。









国（くに）に かえれない ミャンマーじん、
にほん に いることが できます



・ミャンマー日本交流会
・ミャンマーの人びとを応援する有志の会
・がんばれミャンマーMyanmar Support info
・ミャンマーの今を伝える会
・日本ミャンマー未来会議
・九州ミャンマーグループ
・ミャンマーの民主化を支援する
関西学生ネットワーク
・Know Us More Myanmar
・We for All
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・「ミャンマーより､つれづれなるままに」
・宗田勝也さん「難民ナウ」YouTuve配信

Facebookで確認できる支援グループ



日本ビルマ救援センター
http://www.brcj.org/


